
安全保障輸出管理体制図

※令和８年２月1日現在

安全保障輸出管理 最高責任者 (学長)

安全保障輸出管理 統括管理責任者 (理事)

留学生受入、海外交流、海外出張、海外企業連携、本学研究室来訪
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安全保障輸出管理アドバイザー
(右記室員と同一人物) 安全保障輸出管理

リーガルアドバイザー

・外務省
 ・(財) 安全保障貿易情報
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決定・再調査

決定・再調査

部局輸出管理責任者 (部局長)

連携連携

報告

報告
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決定・再調査

第二次審査依頼

教 員

照会

許可

申請

報告

監査

回答照会

安全保障輸出管理室
〇室長 (特命政策研究職員/特務准教授

/輸出管理責任者/輸出管理アドバイザー) 1名
  〇室員 (非常勤/輸出管理アドバイザー) ２名
〇室員 (兼務・農学研究科) 1名
〇室員 (兼務・海事科学研究科) 1名
〇室員 (兼務・大学教育推進機構) 1名
〇室員  (事務担当) 1名

第
二次
審査

産官学連携本部
研究推進部

・共同研究契約・MTA等
・外国人研究者受入

部局事務 (部局輸出管理担当者)

・教員の海外出張・共同研究
(モノ・情報の持ち出し）
・留学生・外国人研究者の受入等

全案件の窓口

国際連携推進機構
企画部

・学術交流協定等

大学教育推進機構
学務部

・留学生受入
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